
〔申請資格〕

〔奨学給付金支給額〕 （対象高校生等一人当たりの支給額）

〔提出書類〕  ※対象世帯共通の提出書類と該当世帯ごとの提出書類を提出してください。

〔提出期限・提出先〕

　　〇大分県外の国公立高等学校等に在学する場合は、直接下記まで郵送してください。

　　　※上記期限までに提出されない場合には、申請を受け付けられない場合がありますのでご注意ください。

提出先 ： 〒８７０－８５０３　大分県大分市府内町３－１０－１
　大分県教育庁教育財務課　学校運営支援班　宛

TEL 097-506-5447

　　※ 通信費相当額の給付について（令和２年度の特例）
　　　　非課税世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯を除く。）の場合は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、オンライン学習
　　　　に係る通信費への支援として、世帯区分に応じた給付額に１人当たり年額１０，０００円を加算して支給します（オンライン
　　　　通信費を負担している旨の誓約書等の書類が別途必要となります。）。

　大分県では、国公立高等学校等の生徒に係る授業料以外の負担軽減を図り、教育の機会均等に寄与するため、以下のとおり国
公立高等学校等に在学する生徒の保護者等に対し奨学給付金を支給します。
　〔貸与型の奨学金とは異なり、返還は不要です。〕

【お知らせ】　令和２年度　大分県高校生等奨学給付金について　
                     （国公立高等学校等 用）

　　※ 新入生に対する一部早期給付の対象となった世帯については、
　　　　上記の給付額（年間額）から一部早期給付額を控除した金額を給付します。

　　〇大分県内の国公立高等学校等に在学する場合は、在学する高等学校等が設定する期日までに、
　　　高等学校等へ提出してください。

 　　なお、県外の場合は令和２年８月２８日（金）までに提出してください。


